
「特定非営利活動法人ぽこ・びーた　行動援護従業者養成講座」は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動の際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等に関する知識及び技術を習得することを目的として行うものです。

◆応募資格

	行動援護に従事している又は、行動援護に従事することを希望される方


※　行動援護に従事するためには、本講座受講のほか、知的障害者（児）又は精神障害者の福祉に関する事業（直接処遇に限る。）に1年以上従事した経験が必要となります。（従事した経験が１年以上２年未満の間は、介護給付費が70％の減算になります。）
※　行動援護のサービス提供責任者は、知的障害者（児）又は精神障害者の福祉に関する事業（直接処遇に限る。）に５年以上従事した経験が必要とされていますが、本講座を受講することにより、３年に短縮されます。（平成24年３月31日までの経過措置）
◆募集人員

	４０名　※定員になり次第、締め切ります


◆開催期間

	平成２３年７月１６日（土）・１７日(日)・１８日(祝日)


◆開催場所

	上越市教育プラザ　大会議室

〒942-8563　新潟県上越市大字下門前593


◆受講料

	２５，０００円(テキスト代２，３８１円込み)　受講当日にお持ちください。

※使用テキスト　行動援護従業者養成研修テキスト(発行　全国地域生活支援ネットワーク)


◆受講手続き

１　下記の「受講申込書　兼　受講票」に必要事項を記載のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。

２　締め切りは、７月１３日（水）です。

３　申込受理後、３日以内に下記の申込用紙「受付受理」欄に押印のうえ、ＦＡＸで送付させていただきます。
お申込後３日以内に「受付受理」が届かない場合ご連絡ください。
受講の可否については選定の上、お申込後1週間以内にＦＡＸで連絡させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　受講許可された方は受講日当日に下記の「申込書兼受講票」をお持ちください。

　※　テキストは当日会場でお渡しいたします。

　※　受講生の自己都合での受講中止の場合、受講料の返金は行いません。

　※　受講申込締切後、定員を超えた場合等受講調整をする場合があります。

◆申し込み先
	〒942-0074 新潟県上越市石橋2－10－12
TEL 025-545-5188（社会福祉法人りとるらいふ内）/FAX 025-546-7860
特定非営利活動法人ぽこ・びーた　企画事業部(担当：金子))


◆その他留意事項：実技講習がありますので動きやすい服装でおこし下さい。
送付先(ＦＡＸ)　⇒　０２５－５４６－７８６０　金子宛（送信票は不要です）
特定非営利活動法人ぽこ・びーた行動援護従業者養成講座受講申込書　兼　受講票

	所属


	

	連絡先
	【住所】


	【TEL】


	【FAX】※　必須



	　受

　講

　希

　望

　者


	氏　名
	性別
	生　年　月　日
	受講可否（※事務局記入）

	
	（フリガナ）
	男・女
	１９　　年　　月　　日

（　　　歳）
	可　・　否

	
	
	
	
	

	
	（フリガナ）
	男・女
	１９　　年　　月　　日

（　　　歳）
	可　・　否

	
	
	
	
	

	
	（フリガナ）
	男・女
	１９　　年　　月　　日

（　　　歳）
	可　・　否

	
	
	
	
	

	
	（フリガナ）
	男・女
	１９　　年　　月　　日

（　　　歳）
	可　・　否

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※　この申込書に記載いただいた個人情報は、当研修の目的を達成するために必要とする最小限の範囲とし、適正利用いたします。

	FAX　受　付　受　理
	受　講　決　定

	　　　　　　月　　　　日　　担当：


	　　　　　　　　月　　　　日　　担当：


※事務局記入

　特定非営利活動法人ぽこ・びーた


平成２３年度　行動援護従業者養成講座(通学制)





申込受理（Faxのみ） →　「受付確認票」送付　 →　選定　→　 受講可否の連絡


（お申込後３日以内に）　　　　　　　　（お申込後1週間以内に）








